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2014年1月24日に税務総局は2013年PIT確定申告に関す

るガイドラインとしてオフィシャルレター336/TCT-

TNCN (以下、OL336)を発行しました。その主な内容は

以下の通りです。

• 居住者の要件のうち、ベトナムにおける住宅等の賃貸期間は暦年で183日
以上（2013年7月1日より前は90日以上）になりました。

• OL336によると、課税所得の確定と計算方法について、2013年1月～6月の
課税所得はCircular84/2008/TT-BTC及びその関連規定、7月～12月の課税
所得はCircular111/2013/TT-BTC（以下、Circular111）及びその関連規定
に基づくとされています。

• 従前、現物支給所得はグロスアップの対象に含まれていませんでした
が、Circular111によりグロスアップの対象に含まれることになっていま
す。なお、OL336の例9によるとこの変更は、Circular111の発効日である
2013年10月1日からではなく、2013年7月1日からとなっている点に留意が
必要です。

• 理論的には、強制社会保険はグロスアップ前のネット所得から控除すべき
と考えられますが、OL336の例9によると、2013年上半期の6ヶ月間は、課
税所得計算上、グロスアップ後のグロス所得から控除されるとされていま
す。（2013年下半期の6ヶ月間は、課税所得計算上、グロスアップ前のネ
ット所得から控除されるとされています。）

• 暦年の期中に帰任のためのPIT確定申告をしている個人で、同暦年中に再
度ベトナムに入国し、当暦年末まで業務を行い居住者となった個人は全世
界所得により、修正確定申告をすることが必要です。ただし、ベトナムに
居住していない期間に発生した所得に対して外国で納税したPIT額は、一
定の範囲内でベトナムのPIT額から外国税額控除が可能です。

2012年と比べ、2013年の確定申告に何点か相違点がありますので、個人・法
人も上記のガイドラインについて留意することが必要です。

2013年個人所得税（PIT）
確定申告のガイドライン
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